
長大・田中裁判とは
田中裁判は、不当な懲戒処分の撤回と損害への賠償を求めています。しかし、裁判の成り行きを見

ていただけでは、長野大学が直面している深刻な事態を理解するには中々大変です。

そこで、今回は長野大学問題の流れの概要を追ってみました。
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三、不法な懲戒処分に対して訴訟を起こす
2022年12月：不法懲戒処分の無効を求め、教員１名が、長野地裁上田支部に提訴した。

四、 裁判の現状
争点：不正調査の要求が懲戒の正当な理由となるか。

大学側は処分の正当性を示すことに苦慮して明確な反論ができていない

五、この裁判の目的と意義
この裁判の目的は、長野大学に不正のない、公正な教育・研究環境を取り戻すことです。

教員と学生が安心して教育・研究に専念できる大学にするため、引き続き裁判を進めていきます。


